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地域包括ケアシステムの構築には
地域包括支援センターの業務量が
過大であるという課題を解決する
必要がある。

地域包括ケア実現に向けた中核的な機関※

自治体が抱える地域課題「地域包括ケアシステムの構築」

厚生労働省においては、２０２５年（令
和７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持
と自立生活の支援の目的のもとで、可能
な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮
らしを人生の最期まで続けることができ
るよう、地域の包括的な支援・サービス
提供体制（地域包括ケアシステム）の構
築を推進しています。※

※厚生労働省HPより

地域包括ケアシステム

高齢者・利用者の増加

介護人材不足



介護予防事業の推移

介護保険法
第4条 （国民の努力及び義務）
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して
常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテー
ションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力
の維持向上に努める」

2014年 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
生活機能が低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理念を踏まえて、心身機能・活動・参加のそれ
ぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要」であり、「単に、高齢者の運動機能や栄養状態といった
心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それに
よって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援してQOLの向上を目指す」ことが明確化された。

日本において「リエイブルメント・サービス」に相当するサービスは、地域支援事業に規定される短期集中
予防サービスであり、我が国は欧州各国と同様の改革を起こす制度をすでに持っている。
しかし、実施する自治体は全体の39.6％、利用者数は通所サービス利用者数のわずか1.4％に過ぎない。※

また、多くがスポーツジムのような形態で利用。サービスが本来目指す形となっていないのが実情。

要支援・要介護１の認定者数

2000年4月末 2006年4月末

84.2万人 214.6万人

軽度認定者の原因疾患の約半数は廃用症候群
※厚生労働省、政策レポート（介護予防）、（2009）

2005年改正、介護予防をより重視したシステ
ム、予防給付を見直し、介護予防事業や介護
予防ケアマネジメントを含む地域支援事業が
創設、地域包括支援センターも設立

ハイリスク高齢者を選定し、介護予防プログ
ラムに参加する方式を実施したが低調。

※野村総研「平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
地域支援事業における介護予防のあり方に関する調査研究事業」



防府市におけるモデル実施（2019年）

防府市のC型の特徴

・「生活の不安を取り除く」
「セルフマネジメントを覚える」
「その人に合った地域資源に繋ぐ」

・特別な器具を使わず、利用者に手を触れない
どこででも実施可能

・1日のサービスは翌日以降の6日のために行う。

・コストがかからない。

モデル事業の成果

・卒業率66.6％ 16/24人 →8名は無意味か？

※本格実施R２御当初 70.51％ 55/78人
※卒業後2年半時点での維持率 100％

事業成果

・要介護認定率 2％減

・要支援者・事業対象者のサービス費用の減少

・1年後悪化率の軽減（3分の1）

・地域包括ケアシステムの構築に向けた
多職種間の規範的統合

△20
％

元に戻れる状態を意味する
要支援者を

元の生活に戻す事業

介護予防を「給付」的に行わず
「事業」として

責任をもって実施する

それまでの防府市は
元に戻れるはずの要支援者を

元に戻すことなく

介護予防を給付的に実施し
サービスを使い続けさせている
結果に責任を取っていない



防府市の事業デザイン

適切な窓口対応へ
改善

リハ職同行訪問
アセスメント

リエイブルメント
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①相談窓口としての機能
可逆性のある方に介護保険の説明は行わない。
アセスメント後に必要に応じて実施。
元の状態を目指せる人は
「まず3か月間で元の生活を目指しましょう」

②自立支援型地域ケア会議
多職種による支援アイデア検討
自立支援に関する多職種間の規範的統合

③生活支援体制整備事業
SCがCMに対して地域資源の活用を支援
できること・したいことに着目した活動
「利用者が地域資源を選べる＝自分らしさ」

④介護予防手帳と簡易なケアマネジメント
12か月間は介護予防手帳の内容を
活用してCMが生活を支援

⑤総合事業等サービスの更新
卒業を促すデイサービス
全地区に移動支援付きサロン

リエイブルメントを支える
「入口」と「出口」の整備

卒業は三者の合意で決定



総合事業の実情とリエイブルメントの実態

多くの自治体は総合「事業」と言いながら「給付」を行っている。
「給付」は高齢者の権利行使
「事業」は実施者の責任により、その明確な方法を示し

対象者に対して主体的に行うもの

リエイブルメントは、ただ事業所が
サービスを提供すれば実現できるわけではない。

「支援の入口」と「地域への出口」を含めた
一連の取組みがあって初めて成立する。
この一連の取組みを「総合事業」として実施することが
地域包括ケアシステムの構築に向かう。

総合事業の実情

リエイブルメントの実態

→自治体の課題意識・意志が必要



個人の多様性に着目し、
その人のできることしたいこと
に着目。リエイブルメント
や自立支援型地域ケア会議
と連携して、その人ごとに対応。
英国のLWに似たイメージで活動
する生活支援コーディネーター。

地域包括ケアシステムの構築と介護予防のパラダイムシフト

海外からの示唆：介護予防のパラダイムシフトが地域包括ケアシステムの構築を促進「リエイブルメント」

リエイブルメント（元の生活を取り戻す短期集中サービス） SCが中心となり高齢者の社会参加を個別に支援

海外のリエイブル
メント実施状況

イギリス（2014年～）英国国立医療技術評価機構の調査結果、ユー
ザーの最大63％が 12 週間以内にサービスを不要となり、26％が在宅
ケア時間を減らしている。
他にはデンマーク、オランダ、オーストラリア、アメリカ、ニュー
ジーランド、スウェーデン、ノルウェーなどで実施。
※オランダの取り組みについては、令和4年度厚生労働白書78ページ
をご覧ください。

国内のリエイブル
メント実施状況

大阪府寝屋川市、山口県防府市、愛知県豊明市、東京都八王子市など
が短期集中予防サービスとして実施中。また東京都の短期集中プログ
ラム強化推進事業をはじめ10を超える自治体で実施検討されています。

卒業率66.6％（2年半後の維持率100％）
要支援者のサービス費用総額が大幅に減少
要支援者の1年後悪化率の改善

具体的な取組み
（防府市資料より）

・生活の困りごとを解決する
・セルフマネジメント能力の獲得を目指す
・それぞれの利用者にあった地域の資源に繋げる

新規要支援者等を対象にしたモデル事業における卒業率
（専門職による通所・訪問サービスを使わない状態の割合）は、66％。
防府市における卒業は、本人・ケアマネ・事業所の3者の合意によって認定。本格実施後の
卒業率は全認定者の59.1％。
寝屋川市においては新規要支援認定者の41％、すでに認定を受けている人でも20％が卒業
しています。
両市とも、専門職サービスを希望する人は基本的にリエイブルメントサービスを受けること
を前提に事業に参加し、卒業後も最長12か月間は介護予防手帳を活用し、介護予防ケアマネ
ジメントBにより地域包括支援センターの支援を受けています。
防府市においては専門職サービスの費用額大幅な減少、要支援者の1年後悪化率や介護認定
率の改善が顕著となっています。

高齢者に「場所」を提供するだけでなく、その人ごとに「役割」
を提供する。社会参加・活躍の場の提供を個別に支援する。

地域へ繋ぐ際の対象が、自治体の設置する教室や
「サロン」「通いの場」といった住民主体の「場」
だけでは、個人の多様性・自分らしく主体的な生活
の継続（＝自立）に対応しきれない。

地域の活動、友人や家族との関係での「役割」も対象にしつつ、

企業活動の中からも役割を見出していく就労的活動支援も視野に入れて支援！

防府市の短期集中サービスは、英国、デンマー
クやオランダなどで実践されている「リエイブ
ルメント」と呼ばれる短期集中プログラムを参
考にしています。
このサービスは、高齢者本人のセルフマネジメ
ント能力の定着を目指し、リハビリテーション
専門職による面談中心の支援（コーチング）に
より、自信を取り戻させ、本人の力を引き出す
支援を行っていくものです。
身体に触れたり、自宅にない特殊な機材を用い
ることなく、高齢者のセルフマネジメント能力
を高めていきます。

こうした取り組みの中で、これまでの生活のしづらさを解消するとともに、サービス終了後の
社会参加・活動的な生活の継続を支援していきます。

イメージは英国の社会的処方

サロン等の「場」

就労的活動等の「役割」
「支えられる側もときには支える側に」
本人の「できること・したいこと」
に着目し、地域の様々な主体から
「その人がやりたいと思う役割」を
SCが個別に支援する。

SC

「元の生活に戻れるはず」の要支援者が、元の状態を目指すことなく、専門職サービスの継続
利用によって状態の維持を目指すことが当たり前になっている今のパラダイムをシフトする。
地域包括ケアシステムの構築に向けて、「できないこと」に着目し「してあげるサービス」の
提供を原則にした考え方から「できること・したいこと」に着目し、本人視点による「ウェル
ビーイング支援」を原則にした考え方へシフトする必要があるはずです。

民間企業と自治体の連携には「フレイル高齢者」という新たなマーケットの提示が有効

民間企業と
の連携事例

・大手旅行代理店が就労的活動支援コーディネーターを受託（八王子市）
・介護事業所協議会が就労的活動支援活動に関与（防府市）
・地元スーパーマーケットチェーンがリエイブルメントから就労的活動支援
活動までを一連で支援（予定）


